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広島市経済観光局競輪事務局



１ 競輪事業の目的、競輪場数等（令和３年８月３１日現在）
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ｻﾃﾗｲﾄ石狩
ｻﾃﾗｲﾄ札幌
ｻﾃﾗｲﾄ松風

藤崎場外
ｻﾃﾗｲﾄ六戸

クラップ石鳥谷

ｻﾃﾗｲﾄ大和
ｻﾃﾗｲﾄ宮城

ｻﾃﾗｲﾄ会津
ｻﾃﾗｲﾄ福島

ｻﾃﾗｲﾄあだたら
郡山場外
ｻﾃﾗｲﾄかしま

ｻﾃﾗｲﾄ水戸
ｻﾃﾗｲﾄしおさい鹿島

ｻﾃﾗｲﾄ双葉

ｻﾃﾗｲﾄ中越
ｻﾃﾗｲﾄ新潟
ｻﾃﾗｲﾄ妙高

ｻﾃﾗｲﾄ市原
ｻﾃﾗｲﾄ船橋
ｻﾃﾗｲﾄ成田

ｻﾃﾗｲﾄ横浜川越場外

ｻﾃﾗｲﾄ阪神
サテライト姫路

ｻﾃﾗｲﾄ山陰

ｻﾃﾗｲﾄ笠岡
ｻﾃﾗｲﾄ津山

ｻﾃﾗｲﾄ宇部

ｻﾃﾗｲﾄ南国
ｻﾃﾗｲﾄ安田

ｻﾃﾗｲﾄこまつ
ｻﾃﾗｲﾄ西予

ｻﾃﾗｲﾄ宇佐

ｻﾃﾗｲﾄ宮崎
ｻﾃﾗｲﾄ三股
ｻﾃﾗｲﾄ門川

ｻﾃﾗｲﾄみぞべ
ｻﾃﾗｲﾄ阿久根
ｻﾃﾗｲﾄ鹿児島
ｻﾃﾗｲﾄきもつき
ｻﾃﾗｲﾄ薩摩川内

青森前売ＳＣ

前橋競輪利根西前売SC

防府駅前ＳＣ

二番町前売ＳＣ

競 輪 場
４３か所

専用場外
車券売場
６３か所

前売専用場
外車券売場
６か所

ｻﾃﾗｲﾄ男鹿
ｻﾃﾗｲﾄ六郷

ラ・ピスタ新橋

ｻﾃﾗｲﾄ鴨島
ｻﾃﾗｲﾄ徳島

ｻﾃﾗｲﾄ観音寺

館林場外
ｻﾃﾗｲﾄ前橋

北海道

青森

秋田 岩手

宮城山形

福島
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ｻﾃﾗｲﾄ名古屋
ｻﾃﾗｲﾄ一宮

宮崎

鹿
児
島

福岡佐賀

大分

熊本

長崎

鳥取島根

岡山広島

奈良

大阪

和歌山

山口

ｻﾃﾗｲﾄ中洲
ｻﾃﾗｲﾄ北九州
ｻﾃﾗｲﾄ若松

ｻﾃﾗｲﾄ大阪

弥
彦

富
山

福
井

岐阜

大垣

函館

青森

いわき平

取
手

松戸

千葉

大宮

西武園

立川

京王閣

平塚

小田原

川崎

宇都宮

前橋

伊東

静岡
豊橋

名古屋

松阪

四日市

向日町

奈良

岸和田

和歌山

玉野広島防府

高松松山

高知 小松島

小倉

久留米

武雄

佐世保

別府熊本

ｻﾃﾗｲﾄ山陽

◆ 競輪事業は、自転車競技法（昭和２３年法律第２０９
号） に基づき、
①自転車その他機械工業の振興
②体育、社会福祉など公益の増進
③地方財政の健全化
を目的として、都道府県・市町村が実施
◆ 令和３年８月現在、４３か所の競輪場でレースを実施
◆ 専用場外車券売場数は６９か所

沖縄

ｻﾃﾗｲﾄ熊本新市街
サテライト宇土
サテライト八代

ｻﾃﾗｲﾄ湖南コスモスサテライト武雄

サテライト久留米

ｻﾃﾗｲﾄ長崎（休止中）



◆ 公益財団法人ＪＫＡ（自転車競技法に基づき「競輪振興法人」に指定）は、機械工業の振興、公益の増進を目的
とする事業に対し、広く補助事業を行っている。その補助事業の原資には競輪事業の売上げの一部が充てられ、
競輪を実施する地方公共団体は、車券売上の一定割合（２．０％（令和２年度実績））を公益財団法人ＪＫＡに対
し納付しなければならない。

（公財）ＪＫＡ
（競輪振興法人）

公益法人・
社会福祉法人・
ＮＰＯ等

競輪を実施する
地方公共団体

機械振興補助事業 公益事業振興補助事業

【振興事業補助】
●公的工業試験研究所等の機械設備拡充、人
材育成
●安全・安心、生活の質の向上に資する技術
革新
●自転車・モーターサイクルの技術革新
●国際競争力強化に資する標準化の推進、人
材の育成・交流等
●ものづくり支援
●地域の中小機械工業の振興
●省エネルギー等の環境分野の振興

【研究補助】

【社会福祉の増進】
●児童、高齢者、障害者
●地域共生型社会支援事業
●幸せに暮らせる社会を創るための活動や車
両・機器等の整備

【公益の増進】
●自転車・モーターサイクル、文教・社会環境、
国際交流、スポーツ、医療・公衆衛生
●新世紀未来創造プロジェクト

【東日本大震災復興支援事業】
【研究補助】
【非常災害の援護】
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２ ＪＫＡ補助事業の仕組み

交付金

補助金

〔法目的の「①自転車その他機械工業の振興」及び「②体育、
社会福祉など公益の増進」〕



体育館・集会所整備
１３６

住宅・道路・下水道整備
８７

学校整備
４９

公民館整備
４６

病院整備
３２

災害
復旧
３
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◆ 昭和２７年の開設以降これまでの間に、広島競輪の収益から本市の一般会計に総額３５３億円を繰り
出し、体育館・集会所整備、住宅・道路・下水道整備、学校整備、公民館整備、病院整備など、都市づ
くり の貴重な財源となっている。 （億円）

３ 広島競輪の一般会計への繰出しの状況

⑴ 繰出金の使途

⑵ 繰出金の推移

◆平成10年度以降は、平成20年度を除き、約20年間にわた り、
一般会計への繰出金はない。

◆平成27年度から平成29年度までは、収益保証額の年3億円の
収益は、競輪事業基金に積み立てるなどした。

◆平成30年度以降は、基本的に収益保証額と同額を繰り出して
いる。

〔法目的の「③地方財政の健全化」〕



国有地

市有地東スタンド

西スタンド

第一特別観覧席

第二特別観覧席

サービスセンター

第1投票所休憩所

第3投票所休憩所

選手管理等

選手宿舎

東食堂

案内所・手荷物預り

開設 昭和２７年（１９５２年）１２月

施設規模
敷地面積 約67,000㎡（駐車場（1,286台） 約24,000㎡を含む。）

（国有地は45,000㎡、市有地は22,000㎡）

建物延床面積 約30,200㎡（駐車場約7,700㎡を含む。）
所在地 広島市南区宇品海岸（ＪＲ広島駅から電車、バスで30分）
収容人員 総収容人員 約22,600人（立見を含む。）
令和２年度総入場者数 ・観覧席数 2,359席

年間：270,182人

（第一特別観覧席 241席、西スタンド 1,130席、東スタンド 702席、
第二特別観覧席 286席（現在閉鎖中））

・サービスセンター 304席
・第1・3投票所休憩室 各80席

発売払戻窓口数（最大） 有人 39窓/自動機 31台（閉鎖中を含む。）

その他 選手宿舎（宿泊可能 124名、31室）、食堂、案内所 等
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４ 広島競輪場の施設概要

案 内 所



施 設 名 施工
築年数

構 造 階数
延床面積

耐震基準

（年） （㎡）

①西スタンド
昭和
43年度

53
屋根鉄骨造その他鉄筋コン
クリート

3

4,421

満たしていない

②東スタンド
昭和
44年度

52 5,582

③メインスタンド

東棟
昭和
43年度

53

鉄骨造 4 2,946

西棟
昭和
46年度

50

◆ 昭和４０年代に建築された西・東スタンドやメインスタンドは、耐震基準を満たしておらず、バリアフリーに
十分に対応できていない。

◆ 施設の増改築が繰り返された結果、投票所が分散しているなど、競輪の実施に必要な機能が分散し、事
業運営の効率が悪い。

◆ 入場者数に対して施設規模は過大であり、一部観覧席等を閉鎖するなど余剰スペースが生じている一
方で、自転車によるスポーツやレジャー等の多様なニーズに十分に対応できるものとなっていない。

５ 施設の課題等
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◆競輪事業は、特定の歳入（車券売上等）をもって特定の歳出（払戻金等）に充てる事業で、一般会計と

区分する必要があるため特別会計を設置して経理しており、いわゆる一般財源（市税等）の投入はない。

◆歳入は、車券売上がほとんどを占めている。

◆歳出は、払戻金や開催経費がほとんどを占めている。

６ 広島競輪事業の歳入・歳出の構造

④施設貸付収入等 ３，５３１万円（０．２％）

R2決算見込み
２１１億５，０７７万円

区 分 歳 入 の 説 明

①車券売上 ・広島市営競輪開催に係る車券の売上
（令和２年度は８２日開催）

②他場の車券発売
手数料

・他の競輪場の車券発売（場間場外発売）に係る手数料収入
（令和２年度は２２２日※発売）

③入場料 ・本場開催時に徴収するもの
・一般席入場料（５０円）と特別観覧席入場料（７００円）２種類に区分される。

④施設貸付収入等 ・競輪場内にある食堂等の施設貸付収入及び光熱水費の実費回収金等（２，９８１万円）
・命名権収入（５５０万円）

⑤前年度繰越金 ・前年度の歳入歳出差引額で、当該年度に繰り越されて収入となるもの

⑤前年度繰越金
８億８，０９２万円（４．２％）
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（１） 歳入の構造

②他場の車券発売手数料 １億５，１３８万円（０．７％）

①車券売上 ２００億８，１６６万円（９４．９％）

③入場料 １５０万円（－）

※ コロナ対策による場間場外発売中止の影響により、日数は例年より少ない。



（２） 歳出の構造

R２決算見込み
１９６億７，００３万円
（翌年度繰越金除く。）

区 分 歳 出 の 説 明

①払戻金 ・的中車券に対するもので、その総額は車券売上の７５％相当

②競輪開催経費 ・（公財）ＪＫＡ交付金や選手賞金、他の競輪場及びインターネット事業者への車
券発売手数料など

③包括委託料 ・広告宣伝費、イベント開催経費、施設維持管理経費など

④職員人件費等管理費 ・競輪事務局職員の人件費や事務局運営費、光熱水費など

⑤国有地借上料 ・競輪場敷地の借上料として国に支払うもの

⑥施設整備費 ・施設整備に伴うもの

⑦一般会計への繰出金等 ・一般会計への繰出金及び競輪事業基金の利子積立金

①払戻金 １４９億８，５１０万円（７６．２％） ※車券売上×７５％

②競輪開催経費 ３７億８，６０３万円（１９．２％）

④職員人件費等管理費
１億３，１５６万円

（０．７％）

③包括委託料 ３億５，００８万円（１．８％）
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⑦一般会計への繰出金等 ２億４，１０５万円（１．２％）

※翌年度繰越金＝ 歳入決算見込額 － 歳出決算見込額
＝ ２１１億５，０７７万円 － １９６億７，００３万円
＝ １４億８，０７４万円

⑤国有地借上料 １億２，８６１万円（０．７％）

⑥施設整備費 ４，７６０万円（０．２％）

翌年度繰越金
１４億８，０７４万円



７ 広島市営競輪の開催状況等
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◆ 競輪は、グレード別に開催され、参加選手のランク等に基づき、上からGⅠ、GⅡ、GⅢ、FⅠ、FⅡとなって
いる。また、レース開始時間別に、モーニング（概ね８時３０分～）、昼間（概ね１０時３０分～）、ナイター
（概ね１５時３０分～）、ミッドナイト（概ね２０時３０分～）の区分がある。

◆ 各グレードで1節当たりの開催日数が定まっており、概ねGⅠ・GⅡ・GⅢは４日間で、FⅠ・FⅡは３日間。

◆ 近年の広島市営競輪の標準的な開催形態は、 GⅢ（昼間）・１節、FⅠ（昼間）・６節、FⅡ・１６節（モーニン
グ・１２節、ミッドナイ ト・４節）で、合計７０日間の開催である。なお、これに加え、企画レースなどを追加で
開催することもある。

◆ ミッドナイト競輪（FⅡ）は、ナイター設備のある小倉競輪場を借り上げて開催している。

◆ 広島市営競輪に加え、他場で開催される競輪の場間場外発売を行っており、通常、年間約３６０日、車券
発売を行い、収益確保に努めている。

【開催状況等（令和２年度実績）】

区 分 場 所 日 数 説 明

市営開催
広島競輪場 ７０日

ＧⅢ・１節（４日間）
ＦⅠ・６節（１８日間）
ＦⅡ（モーニング）・１５節（４５日間）
ＦⅡ（昼間）・１節（３日間）

小倉競輪場 １２日 ＦⅡ（ミッドナイト）・４節（１２日間）

場間場外発売 広島競輪場 ２２２日※ 他の競輪場の車券を発売し、発売手数料を確保

※ コロナ対策による場間場外発売中止の影響により、日数は例年より少ない。



◆平成に入り、車券売上を始めとする収入は基本的に減少傾向にあったが、近年、電投（電話、インターネット）売

上の大幅な増加に伴い増加傾向にある。

◆一方で、入場者数が減少し、本場売上は減少傾向が続いている。

◆総入場者数は、平成１８年度をピークに減少傾向が続いている。

８ 広島競輪の収入・総入場者数の推移
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(88) (90) (90)  (84)  (82) (75) (78)  (75)  (73)  (72)  (72)  (70) (70)  (70)  (70)  (67)  (64)  (58)  (58) (58)  (58)  (58) (55)  (52)  (46)  (46)  (46)  (64)  (73)  (82)
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◆モーニング（平成３０年度～）及びミッドナイト（令和元年度～）の開催により、平成３０年度以降、FⅡの

車券売上が大幅に増加している。

９ グレード別車券売上の推移
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直営
（～H２６）

包括委託

第1期
H27～H30

第2期
R1～R3

受託者
日本写真判定㈱ 同左

(現：㈱JPF)

収益保証額
3億円/年 2.41億円/年

◆ 広島市競輪運営委員会からの平成２６年６月５日の答申を踏まえ、平成２７年度から民間事業者へ包括委
託を実施

◆ 包括委託を実施した平成２７年度以降、大幅に収支改善が図られ、確実に収益を確保

※単年度収支は、歳入における前年度繰越金、歳出における翌年度繰越金、一般会計繰出金及び基金積立金を除いている。

１０ 競輪事業開催形態の変更とそれに伴う単年度収支の推移

11
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１１ 平成３０年の広島市競輪運営委員会からの答申と本市の対応

◆ 包括委託を継続するならば、少なくとも１０年程度は一般会計への繰出しを行いつつ、安定した収支を見

込める状況

◆ 包括委託を継続するためには、老朽化が著しい施設の再整備が必要不可欠。事業を存続させつつ、そ

の費用を賄う資金の確保も課題

◆ 競輪事業を存続させた上で、活性化するためには、顧客ニーズに合致したレースの開催等による一層の

収入増加策を講じるとともに、競輪場の施設について、スポーツ・レジャーなど市民が広く利用できる施

設としての役割も踏まえた複合的な施設として再整備することが必要

◆ 平成３１年度以降の競輪事業については、再整備事業全体が民間へ委ねられる新たな包括委託方式に

ついて、その導入の可否、再整備の規模・内容、広島市の負担等に係る具体的な検討を進められ、本事

業が存続されることを期待したい。

平成３０年５月２９日 広島市競輪運営委員会答申（要旨）
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平成３０年９月６日 本市発表「今後の競輪事業について」（要旨）

１ 基本方針

競輪場は、市民のスポーツ・レジャー等の多様なニーズをも満たす充実した施設へと転換・ 存続させる

こととし、競輪事業は、平成３１年度以降、本市財政に一層貢献するものへ変革

２ 具体的な取組

⑴ 競輪場については、市民のスポーツ・レジャー等の多様なニーズに対応する複合的な施設に再整備し、

それを有効活用することによって市民サービスの向上を目指す。

⑵ 競輪事業については、ミッドナイト競輪の開催等顧客ニーズに合致したレース運営を強化するとともに、

命名権の導入や市民向けイベントの開催等事業資金を有効活用した関連事業に取り組み、一層の収入

増加を目指す。その際、ギャンブル等依存症に係る対策を確実に実施

⑶ 民間事業者を活用した包括委託方式を導入

令和３年度末で終了する現行の包括委託期間を踏まえ、４年度以降については、老朽化した広島競輪場を

自転車によるスポーツやレジャー等のニーズに対応する複合的な施設へと再整備し、自転車を活用したス

ポーツや文化の振興に資する取組を行うとともに、競輪事業の実施を通じて本市財政に一層貢献するため、

民間事業者が施設の再整備、維持管理及び運営を一体的に行う、新たな包括委託を実施

令和４年度以降の取組


